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第45回日本医事法学会総会

シンポジウム「生殖補助医療と医事法」

企画の趣旨と背景

神戸大学大学院法学研究科

丸山英二

自民党法案（2015/8/5 11:37 日経）

卵子提供や代理出産「産んだ女性が母」 自民部会が法案了承

自民党の法務部会と厚生労働部会の合同会議は［2015年８月］５日、第三者の精

子や卵子を用いた生殖補助医療で、卵子提供や代理出産では産んだ女性を「母」と

し、精子提供では提供者ではなく法律上の夫を「父」とする民法の特例法案を了承し

た。今国会での法案提出を目指す。

生殖補助医療に関するプロジェクトチーム座長を務める古川俊治参院議員は終了

後、「精子、卵子提供などで生まれている子供の親子関係を規定するもので、福祉に

資する。大きな一歩だ」と述べた。

法律案では、女性が自分以外の卵子を用いて妊娠、出産したときは、産んだ女性

を母親と規定。夫の同意を得て、夫以外からの精子提供で妻が妊娠した場合、夫は

その子が自分の子であることを否認できないとした。･･･

国内での代理出産など生殖補助医療に関する規制や、出自を知る権利などの法

整備は今後２年程度、超党派で議論を深めるとしている。

自民党法案（2015年9月20日読売新聞）

第三者関与の生殖医療巡る親子関係、特例法案の今国会提出見送り

第三者が関わる生殖補助医療で生まれた子との親子関係を規定する民法の

特例法案について、自民党のプロジェクトチーム（座長・古川俊治参院議員）は、

今国会での法案提出を見送ることを決めた。

同法案は先月、党内の法務・厚生労働の合同部会で了承されたが、与党内

での調整が遅れていることなどから、［2015年9月］27日の会期末までに提出で

きない見込みとなった。次期国会への提出を目指す。

日産婦会告，専門委報告書，生殖部会

1983.10～日本産科婦人科学会の会告（同年わが国での体外受精児第１例出産，配偶

者間のものに限定）

1998.6.長野県の医師，非配偶者間体外受精実施を公表

2000.12.旧厚生省厚生科学審議会先端医療技術評価部会生殖補助医療技術に関す

る専門委員会（設置は1998.10.）「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療のあ

り方についての報告書」（以下，「専門委報告書」）

2001.5.長野県の医師，代理母出産実施を公表（03.05.にも）

2003.4.厚生労働省厚生科学審議会生殖補助医療部会（専門委報告の内容に基づく制

度整備の具体化のための検討を行うことを目的に2001.7.設置）「精子・卵子・胚の提

供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」（以下，「部会報告書」）

法務省法制審議会

2001.4～2002.8.法務省法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会（子の法

的地位に関して検討するため15回の会議を開く）

2003.5.20～7.15.法務省法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会第16～

18回会議――「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療により出生した子

の親子関係に関する民法の特例に関する要綱中間試案」

2003.7.22～8.29.「要綱中間試案」に関する意見募集。

2003.9.16.第19回部会で結果報告。

「本部会は，今後，本試案に対して寄せられた意見を踏まえて，法案法律案

要綱を取りまとめる作業を続け，これを制度枠組みに関する法案の一部とし

て国会に提出する予定である。」

その後の動き

2003.11.12.松山地裁，死者の凍結保存精子の体外受精で出生した男児の死後認知

の訴えを棄却。

2004年：生殖補助医療法案を提出する動きが見られたが，ほどなく立ち消え。このあと

も，同様の動きを繰りかえす。

2004.7.16.高松高裁，松山地裁判決を取消し，認知請求を認める。

2005.5.20.米国での代理出産により2002年10月に生まれた双子の男児の出生届不受

理について，両親がその取消しを神戸家裁明石支部に求めたが，同裁は申立を却

下，大阪高裁に抗告されたが，同高裁は抗告を棄却（特別抗告を受けた最高裁も

同11月抗告を棄却した）。

2006.9.4.松山事件，最高裁，原判決破棄，控訴棄却（松山地判を正当とした）。
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その後の動き

2006.9.29.米国における代理出産により2003年11月に生まれた双子の男児の出生届

不受理に対して，両親が受理の命令を東京家裁に求めたが，同裁は申立を却下

（向井・高田夫妻事件）。しかし，抗告を受けた東京高裁は受理を命じた。

2006年10月：長野県の医師が，子宮を失った娘に代って代理出産した50代後半女性

（生まれた子にとっては祖母）の事例を公表。

2007.3.23.向井・高田夫妻事件で抗告を受けた最高裁は原決定を破棄，抗告棄却｡

2008.4.8.日本学術会議生殖補助医療の在り方検討委員会「代理懐胎を中心とする生

殖補助医療の課題――社会的合意に向けて」

2013.12.10.最高裁，性同一性障害者性別取扱い特例法に基づく夫婦の得た人工授精

児に嫡出子の身分を認めた。

専門委報告書，部会報告書の基本的考え方

・生まれてくる子の福祉を優先する。

・人を専ら生殖の手段として扱ってはならない。

・安全性に十分配慮する。

・優生思想を排除する。

・商業主義を排除する。

・人間の尊厳を守る。

技術の認否：日産婦会告，専門委

【日産婦会告（AIDは認める。） 】

・体外受精・胚移植に関して，精子，卵子，胚のいずれについても，第三者からの提

供を認めない。

・代理懐胎の実施は認められない（2003.04.会告）。

【専門委報告書（AIDを認める。） 】

・体外受精に関して，精子，卵子，胚の提供を認める。

・代理懐胎（代理母・借り腹）は，刑罰で禁止する。

技術の認否：部会報告書

【部会報告書（AIDは認める。）】

・体外受精に関して，精子，卵子，胚の提供を認める。ただし，胚提供については，

「子の福祉のために安定した養育のための環境整備が十分になされること」を条

件とする。

・しかし，精子・卵子両方の提供を受けて得られた胚の提供は認めない（子がアイデ

ンティティの確立に苦しむ，匿名関係の男女から提供された精子と卵子によって新

たに胚を作成することは生命倫理上問題）。

・代理懐胎（代理母・借り腹）は，刑罰で禁止する。

近親者からの配偶子の提供――専門委報告書

【専門委報告書】

「精子・卵子・胚の提供における匿名性の保持の特例として，精子・卵子・胚を

提供する人が兄弟姉妹等以外に存在しない場合には，当該精子・卵子・胚を提

供する人及び当該精子・卵子・胚の提供を受ける人に対して，十分な説明・カウ

ンセリングが行われ，かつ，当該精子・卵子・胚の提供が生まれてくる子の福祉

や当該精子・卵子・胚を提供する人に対する心理的な圧力の観点から問題がな

いこと及び金銭等の対価の供与が行われないことを条件として，兄弟姉妹等から

の精子・卵子・胚の提供を認めることとする。」

近親者からの配偶子の提供――部会報告書

「精子・卵子・胚の提供における匿名性の保持の特例として、兄弟姉妹等からの精子・

卵子・胚の提供を認めることとするかどうかについては、当分の間、認めない。」

(1)兄弟姉妹等からの精子・卵子・胚の提供を認めることとすれば、必然的に提供者の

匿名性が担保されなくなり、また、遺伝上の親である提供者が、提供を受けた人や提

供により生まれた子にとって身近な存在となることから、提供者が兄弟姉妹等ではな

い場合以上に人間関係が複雑になりやすく子の福祉の観点から適当ではない事態が

数多く発生することが考えられること、

(2)兄弟姉妹等からの精子・卵子・胚の提供を認めることは、兄弟姉妹等に対する心理

的な圧力となり、兄弟姉妹等が精子・卵子・胚の提供を強要されるような弊害の発生

も想定されること等から、兄弟姉妹等からの精子・卵子・胚の提供については、当分の

間、認めないとする意見が多数を占めた。
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近親者からの配偶子の提供――部会報告書

○ 一方、精子・卵子・胚の提供が少なく、提供された精子・卵子・胚による生殖補

助医療の実施を実質的に困難にしかねないことから、匿名での提供がない場合

に限って兄弟姉妹等からの提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を認め

るべきだという少数意見もあった。

○ 以上のことから、兄弟姉妹等からの精子・卵子・胚の提供は、当分の間、認め

ず、精子・卵子・胚の提供者の匿名性が保持された生殖補助医療が実施されて

から一定期間が経過した後に、兄弟姉妹等からの精子・卵子・胚の提供による生

殖補助医療の実施の是非について再検討することとする。

出自を知る権利――専門委報告書

○提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子は，成人後，

その子に係る精子・卵子・胚の提供者に関する個人情報のうち，提供者を特定

できないものについて，提供者が子に開示することを承認した範囲内で知るこ

とができる。

○精子・卵子・胚の提供者は，当該個人情報が開示される前であれば開示する

ことを承認する自己の個人情報の範囲を変更できる。

出自を知る権利――専門委報告書【理由】

［提供者の個人情報を知ることは精子・卵子・胚の提供により生まれた子のアイデン

ティティの確立などのために重要なものではあるが、］

◆提供者が開示を希望しない情報についても開示することとすれば、提供者のプラ

イバシーを守ることができなくなること、

◆提供者を特定できる情報を開示することを認めると、生まれた子や提供者の家族

関係等に悪影響を与える等の弊害の発生が予想されること、

◆個人情報を広範に開示すると、精子・卵子・胚の提供の減少を招きかねず、提供さ

れた精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施を実質的に困難にしかねないこと

等

出自を知る権利――部会報告書

◆提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子または自らが当

該生殖補助医療により生まれたかもしれないと考えている者であって、１５歳以上

の者は、精子・卵子・胚の提供者に関する情報のうち、開示を受けたい情報につい

て、氏名、住所等、提供者を特定できる内容を含め、その開示を請求をすることが

できる。

◆開示請求に当たり、公的管理運営機関は開示に関する相談に応ずることとし、開

示に関する相談があった場合、公的管理運営機関は予想される開示に伴う影響に

ついての説明を行うとともに、開示に係るカウンセリングの機会が保障されているこ

とを相談者に知らせる。特に、相談者が提供者を特定できる個人情報の開示まで

希望した場合は特段の配慮を行う。

出自を知る権利――部会報告書【理由】

◆自己が提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子であるか

についての確認を行い、当該生殖補助医療により生まれた子が、その子に係る精

子・卵子・胚を提供した人に関する個人情報を知ることは、アイデンティティの確立

などのために重要なものと考えられるが、子の福祉の観点から考えた場合、このよ

うな重要な権利が提供者の意思によって左右され、提供者を特定することができる

子とできない子が生まれることは適当ではない。

◆生まれた子が開示請求ができる年齢を超え、かつ、開示に伴って起こりうる様々な

問題点について十分な説明を受けた上で、それでもなお、提供者を特定できる個人

情報を知りたいと望んだ場合、その意思を尊重する必要がある。

出自を知る権利――部会報告書【理由】

◆提供は提供者の自由意思によって行われるものであり、提供者が特定されること

を望まない者は提供者にならないことができる。

◆開示の内容に提供者を特定することができる情報を含めることにより、精子・卵

子・胚の提供数が減少するとの意見もあるが、減少するとしても子の福祉の観点か

らやむを得ない。

ただし、国民一般への意識調査の結果からは、提供者を特定することができる情

報を含めて生まれる子に開示するとしても、一定の提供者が現れることが期待され

る。
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代理懐胎の許容性

【専門委・部会報告書】

両報告書は，代理懐胎（代理母＝サロゲートマザー・借り腹＝ホストマザー）に

ついて，「人を専ら生殖の手段として扱ってはならない」，「安全性に十分配慮す

る」，「生まれてくる子の福祉を優先する」という基本的考え方に反するものとして，

禁止すべきだとした。

【日産婦会告2003.4】

1)生まれてくる子の福祉最優先，2)身体的危険性・精神的負担，3)家族関係の

複雑化，4)社会が倫理的に許容していないこと，を理由に認めない。

日本学術会議生殖補助医療の在り方検討委員会
「代理懐胎を中心とする生殖補助医療の課題」

◆2004年～：代理母から生まれた子の出生届をめぐる向井・高田夫妻の裁判事例（最

高裁判決は2007年2月）

◆2006年10月：根津医師が，子宮を失った娘に代って代理出産した50代後半女性（生

まれた子にとっては祖母）の事例を公表。

◆2006年11月：法務大臣と厚労大臣は，日本学術会議に，生殖補助医療の在り方や

生殖補助医療により出生した子の法律上の取扱いなど，代理懐胎を中心に生殖補

助医療をめぐる諸問題に関する検討を依頼。

◆2006年12月：日本学術会議に生殖補助医療の在り方検討委員会が設置

◆2008年4月：日本学術会議生殖補助医療の在り方検討委員会報告書「代理懐胎を中

心とする生殖補助医療の課題――社会的合意に向けて」

日本学術会議生殖補助医療の在り方検討委員会
「代理懐胎を中心とする生殖補助医療の課題」

①代理懐胎については，法律に基づいて，当面，原則禁止が望ましい。

②とくに，営利目的のものについては処罰する。

③他方，母体の保護や生まれる子の権利・福祉を尊重し，医学的，倫理的，法的，社会

的問題を把握する必要性などにかんがみ，先天的に子宮をもたない女性および治療と

して子宮の摘出を受けた女性に対象を限定した，厳重な管理の下での代理懐胎の試

行的実施（臨床試験）は考慮されてよい。

④一定期間の検討後，問題がなければ法を改正して一定のガイドラインの下に容認す

るが，弊害が多ければ試行を中止する。

⑤代理懐胎により生まれた子の親子関係については，代理懐胎者を母とする。

⑥代理懐胎を依頼した夫婦と生まれた子については，養子縁組または特別養子縁組

（養子縁組のうち，養子と実方の父母・血族との親族関係を終了させるもの）によって

親子関係を定立する。

法務省法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会

精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療により出生した子の親子関
係に関する民法の特例に関する要綱中間試案

第１ 卵子又は胚の提供による生殖補助医療により出生した子の母子関係

女性が自己以外の女性の卵子（その卵子に由来する胚を含む。）を用いた生殖

補助医療により子を懐胎し，出産したときは，その出産した女性を子の母とするも

のとする。

［適用対象：卵子提供型生殖補助医療，借り腹，独身女性など］

第２ 精子又は胚の提供による生殖補助医療により出生した子の父子関係

妻が，夫の同意を得て，夫以外の男性の精子（その精子に由来する胚を含む。

以下同じ。）を用いた生殖補助医療により子を懐胎したときは，その夫を子の父と

するものとする。

［適用対象：精子提供型生殖補助医療］

精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療により出生した子の親子関
係に関する民法の特例に関する要綱中間試案

第３ 生殖補助医療のため精子が用いられた男性の法的地位

１(1) 制度枠組みの中で行われる生殖補助医療のために精子を提供した者は，

その精子を用いた生殖補助医療により女性が懐胎した子を認知することができな

いものとする。

(2) 民法第７８７条の認知の訴えは，(1)に規定する者に対しては，提起すること

ができないものとする。

２ 生殖補助医療により女性が子を懐胎した場合において，自己の意に反してそ

の精子が当該生殖補助医療に用いられた者についても，１と同様とするものとする。

シンポジウム・生殖補助医療と医事法

石原 理 ：「生殖医療の現状とその課題」

中村 恵 ：「生殖補助医療における安全の確保」

石井美智子：「生殖技術と医療行為」

岩志和一郎：「生殖補助医療に対する法的規制のあり方」

加部 一彦：指定発言
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